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○墨田区心身障害者福祉タクシー料金・自動車燃料費助成事業実施要綱 

昭和５７年４月１５日 

５７墨厚厚発第１７６号 

改正 昭和６１年５月１２日６１墨厚障第７３号 

平成２年４月６日１墨厚障第９３５号 

平成４年３月１１日３墨厚障第８６１号 

平成１１年３月３１日１０墨厚障第１２０７号 

平成１２年３月２１日１１墨厚障第９６４号 

平成１３年３月１６日１２墨福障第１１３４号 

平成１６年３月３１日１５墨福障第１２４３号 

平成２０年２月２８日１９墨福障第１５３７号 

平成２１年３月１６日２０墨福障第１６５９号 

平成２２年６月２９日２２墨福障第５３７号 

平成２３年９月２２日２３墨福障第５８２号 

平成２５年４月１日２４墨福障第２０９３号 

平成２５年６月１９日２５墨福障第４７６号 

平成２５年１０月９日２５墨福障第１２５８号 

（目的） 

第１条 この要綱は、電車、バス等の公共的交通機関の利用が困難である障害者に対

し、タクシー料金又は自動車燃料費の一部を助成することにより、心身障害者の生

活上の利便を図ることを目的とする。 

（対象者） 

第２条 この事業の対象者は、区内に住所を有する者で、次のいずれかに該当するも

のとする。 

（１） 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条の規定に基づく

手帳の交付を受けた者で、身体の障害の程度が同法施行規則（昭和２５年厚生省

令第１５号）別表第５号に定める身体障害者障害程度等級表による視覚障害１級
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若しくは２級のもの、肢体不自由のうち下肢、体幹若しくは乳児期以前の非進行

性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害１級から３級までのもの、心

臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸若しくは肝臓の機能障害１級のもの又

はヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害１級若しくは２級のもの 

（２） 東京都愛の手帳交付要綱（昭和４２年３月２０日４２民児精発第５８号）

に基づく愛の手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が１度又は２度のもの 

２ 前項の規定にかかわらず、その者に係る前年の所得が墨田区心身障害者福祉手当

条例施行規則（昭和４８年墨田区規則第４２号）第２条に規定する額を超え、又は

その者が同規則第５条に規定する施設に入所しているときは、対象者としない。 

（助成額） 

第３条 助成額は、交付申請を行った日の区分に応じ、それぞれ次表に定めるとおり

とする。 

交付申請月日 ４月１日から６

月３０日まで 

７月１日から９

月３０日まで 

１０月１日から

１２月３１日ま

で 

１月１日から３

月３１日まで 

助成額（年額） ３０，０００円 ２５，０００円 ２０，０００円 １５，０００円

２ 肢体不自由のうち下肢、体幹若しくは乳児期以前の非進行性の脳病変による運動

機能障害のうち移動機能障害１級又は腎臓機能障害１級のものについては、前項の

助成額に１万円を加算する。 

（助成方法） 

第４条 この要綱に基づく助成は、助成額相当分の区が発行する墨田区福祉タクシー

料金・自動車燃料費助成共通券（以下「助成共通券」という。）を交付する方法で

行う。 

（申請） 

第５条 この要綱に基づく助成を受けようとする者は、申請書（新規申請の場合にあ

っては第１号の１様式、前年度からの継続申請にあっては第１号の２様式）に対象

者であることを証する書類を添えて区長に提出する。 
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２ 自動車燃料費の助成を受けようとする者は、利用に係る車両番号（営業用の車両

以外の車両のものに限る。）を前項の申請書に記入するものとする。 

（助成の決定） 

第６条 区長は、前条による申請書を受理したときは、助成の適否を決定し、助成が

適当と認められるときは、助成共通券を交付する。 

（利用方法等） 

第７条 助成共通券によるタクシーの利用及び自動車燃料の給油は、区と提携するタ

クシー事業者のタクシー及び自動車燃料販売店において行うことができるものとし、

タクシーの利用又は給油の直前に身体障害者手帳又は愛の手帳を当該タクシーの乗

務員又は当該販売店の係員に提示するものとする。 

２ 助成共通券の交付を受けた者（以下「共通券受領者」という。）は、タクシーの

利用又は給油をしたときは、当該利用又は給油に係る料金（以下「利用料金」とい

う。）の額に応じ、助成共通券に記載されている額面分の助成共通券を当該タクシ

ーの乗務員又は当該販売店の係員に手渡すものとする。 

３ 前項の場合において、乗務員又は係員に手渡す助成共通券は、利用料金の額の範

囲内の額面分に限るものとし、利用料金との差額については、共通券受領者が自己

負担するものとする。 

４ 助成共通券によりタクシーを利用し、又は給油をした者（以下「利用者」という。）

は、当該利用料金に係る領収書の交付を受けることはできない。 

５ 共通券受領者は、券面に記載してある有効期間内に限り、助成共通券を利用でき

る。 

（利用料金の請求） 

第８条 タクシー事業者及び自動車燃料販売店は、利用者から徴収した助成共通券を

添えて、利用料金を区長に請求するものとする。 

２ 券面に記載してある有効期間外の助成共通券を、共通券受領者からタクシー事業

者又は自動車燃料販売店が受け取った場合、当該助成共通券に係る利用料金は、請

求できないものとする。 
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３ 区長は、第１項に規定する請求があったときは、内容を審査の上、利用料金及び

利用料金の３％を事務手数料として支払うものとする。 

（不正使用・譲渡・転売の禁止） 

第９条 共通券受領者は、助成共通券を不正に使用し、又は他人に譲渡若しくは転売

してはならない。 

（交付の停止・助成金の返還） 

第１０条 区長は、第２条の対象者が偽りその他不正の手段により、この要綱による

助成を受けたときは、その者から助成共通券の使用により助成した額の全部及び未

使用の助成共通券を返還させることができる。 

２ 区長は、前項に該当する者に対し、次年度以降、助成共通券を交付しないことが

できる。 

（再発行の不可） 

第１１条 区長は、一度交付した助成共通券を共通券受領者が紛失、破損等をした場

合においても、助成共通券の再交付は行わない。 

（届出） 

第１２条 共通券受領者又はその親族は、次の各号のいずれかに該当するときは、異

動届（第２号様式）により、区長に届け出るものとする。 

（１） 車両の買換え等の理由により申請済の車両番号を変更するとき。 

（２） 新たに車両番号を申請するとき。 

（３） 住所又は氏名を変更したとき。 

（券の返還） 

第１３条 共通券受領者又はその親族は、当該共通券受領者が第２条第１項に定める

要件に該当しなくなったとき、死亡したとき、又は券面に記載してある有効期間が

過ぎたときは、速やかに交付を受けた助成共通券を区に返還するものとする。 

付 則 

この要綱は、昭和５７年４月１日から施行する。 

付 則 
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この要綱は、平成１２年４月１日から適用する。 

ただし、第２条第２項の改正規定は、平成１２年８月１日から適用する。 

付 則 

１ この要綱は、平成２４年４月１日から適用する。 

２ 前項の適用日前においても、申請の受付等事業実施に必要な準備行為を行うこと

ができる。 

付 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から適用する。 
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様式 省略 

 


